
 

 

1 

日
本
中
央
競
馬
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

○ 
日
本
中
央
競
馬
会
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
二
百
五
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

（
役
員
の
欠
格
条
項
） 

第
十
三
条 

第
八
条
の
七
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
理
事
長
、
副
理
事

長
、
理
事
及
び
監
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
七

号
中
「
有
す
る
者
（
任
命
の
日
以
前
一
年
間
に
お
い
て
こ
れ
ら
に
該
当
し
た
者

を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
有
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
役
員
の
欠
格
条
項
） 

第
十
三
条 

第
八
条
の
七
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
理
事
長
、
副
理
事

長
、
理
事
及
び
監
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

競
馬
会
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る

業
務
の
ほ
か
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
業
務
の

円
滑
な
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣

の
認
可
を
受
け
て
、
競
馬
会
が
保
有
す
る
施
設
又
は
設
備
を
一
般
の
利
用
に
供

し
、
又
は
賃
貸
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
特
別
積
立
金
） 

第
二
十
九
条 

競
馬
会
は
、
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
剰
余
の
額
か
ら
同
項
の
規

定
に
よ
り
特
別
振
興
資
金
に
充
て
る
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
額
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
残
額
を
特
別
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
別
積
立
金
） 

第
二
十
九
条 

競
馬
会
は
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
及
び
前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
を
し
て
な
お
剰
余
が
あ
る
と
き
は
、
す
べ
て
こ
れ

を
特
別
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
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（
特
別
振
興
資
金
） 

第
二
十
九
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

競
馬
会
は
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
及
び
第
二
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
て
を
し
て
な
お
剰
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
剰
余
の

額
の
う
ち
全
部
又
は
一
部
を
特
別
振
興
資
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
特
別
振
興
資
金
に
充
て
る
金
額
は
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認

可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
事
業
計
画
を
踏
ま
え
て
次
条
第

一
項
の
承
認
を
受
け
た
貸
借
対
照
表
に
記
載
し
た
金
額
と
す
る
。 

（
特
別
振
興
資
金
） 

第
二
十
九
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

競
馬
会
は
、
前
条
第
一
項
の
剰
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
剰
余
の
額
に
事
業
年
度
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
を
特
別
振
興
資
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

 
 

  


